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 台風第 19 号災害に関連する情報についてお知らせします。 
（詳しい情報は市ウェブサイトをご覧ください。） 

 １ 住宅に係る各種支援について  

◆ 借上げ住宅の支援について 

災害により住居が全壊等の被害を受け、自らの資力では住居が確保できない被災者

に対し、県が民間賃貸住宅を借り上げて無償で提供します。 

◆ 住宅の応急修理について 

災害により住宅が一部損壊(損害割合 10%)以上の被害を受け、自ら修理する資力の

ない世帯に対して、災害救助法に基づく応急修理を実施します。 

 ※詳細な情報については市ウェブサイトをご覧いただくか、下記相談窓口等へお問い

合わせください。 

◆総合相談窓口：市役所本庁舎２階 正庁 

◆コールセンター：０８００－８００－５３３３（フリーダイヤル） 
 
 

 

 ２ 福島県議会議員選挙の投票所が一部変更になります  

次の３投票所が変更になります。（投票日：11 月 10 日） 

投 票 所 変 更 前 変 更 後 

郡山第５投票所 赤木地域公民館    ⇒ 赤木保育所（赤木町 23 番２号） 

郡山第 14 投票所 小原田地域公民館   ⇒ 小原田小学校（小原田四丁目５番 18 号） 

郡山第 15 投票所 芳賀小学校      ⇒ 郡山第四中学校（横塚六丁目 25 番 31 号） 

※入場券がない場合は各投票所へ身分証（運転免許証等）をお持ちください。 

※当日投票できない方は期日前投票所をご利用ください。 

◆市内の期日前投票所◆ 開設期間：11/１（金）～９日（土） 

・郡山市役所、各行政センター（8:30～20:00） 

・市民サービスセンター（10:00～19:00） 

・日和田ショッピングモールフェスタ（10:00～20:00） 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

【編集／発行】 郡山市 市民・NPO 活動推進課 

                      TEL924-3471 
                    ※ふれあいネットワーク情報は、本市ウェブサイト及び 
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【問合せ先】 住宅政策課 TEL 924-2631 

【問合せ先】 選挙管理委員会事務局 TEL 924-2461 


